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  以前の通信でもお知らせしておりますが、現行制度では実習生受入れ企業の 

 【技能実習責任者】は、【技能実習責任者講習】の受講が必須です。 

  新制度改正からの猶予期間は２０２０年３月３１日に終了します。 

  まだ未受講の【実習責任者】の方は、急ぎお申込みをお願い致します。 

  ※お申し込み方法は、裏面に掲載致します。 

 

  また、【技能実習指導員講習】【生活指導員講習】は、必須ではなく 

  任意です。受講していただくと、企業が優良認定を受ける際の加点対象と 

  なります。 

  【監理責任者講習等講習】とは、組合の職員が受講する講習です。 

   名称が似ておりますので、お申し込みの際お間違えの無いよう 

   ご注意ください。 

   

 
 

 
 

 

  
 

 

  



 

 

 

【養成講習】申込方法  ※全企業が対象です 

 

①インターネットで以下を検索下さい 

 

 

 

 

 

 ②検索結果から、厚生労働省のホームページを選んでください 

 

  

 

③各講習機関のホームページで、講座開催場所・日程をご確認の上、 

 直接お申し込みください。 

 

  

 ④講習受講後、修了証が発行されますので、コピーを組合までお送りください。 

外国人技能実習制度における養成講習について 


